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移植用臓器等の緊急搬送に対する協力について（ 通達）

臓器の移植に関する法律（ 平成９年法律第104号） の規定により死体（ 脳死した者の身
体を含む。） から摘出された臓器、同法の規定により臓器の摘出をしよう とする医師又は

その摘出に必要な器材（ 以下「 臓器等」 という 。） の応急運搬は、移植医療を実施する医

療機関（ 臓器あっせん機関である公益社団法人日本臓器移植ネッ トワーク（ 以下「 ネッ ト

ワーク」 という 。 ） 、同法の規定による移植を実施する医療機関又は同法の規定による移

植術（ 以下単に「 移植術」という 。）に使用されるための臓器を提供する医療機関をいう 。

以下同じ。） が保有する緊急自動車、公共交通機関等によって行われるが、移植術に使用

されるための臓器の応急運搬は厳しい時間的制約の下で行う ことが要請され、また脳死と

判定された者の状態が急変する等緊急に臓器等の応急運搬が必要となる場合があるため、

移植医療を実施する医療機関から緊急自動車である警察用自動車による誘導若しく は臓器

等の搬送（ 以下「 誘導等」 という 。） 又は警察用航空機による臓器等の搬送の要請があっ

た場合は、下記の要領により可能な限り協力されたい。

なお、「 移植用臓器等の緊急搬送に対する協力について（ 通達） 」 （ 令和２年４月24日
付け警察本部長通達。） については、本通達の発出をもって廃止する。

１ 移植医療を実施する医療機関との連絡体制の確立

緊急自動車である警察用自動車による誘導等又は警察用航空機による臓器等の搬送の

要請は、原則としてネッ トワークから行われるが、状況によってはネッ トワーク以外の

移植医療を実施する医療機関から行われることがあるので、警察の連絡担当者に地域部

地域課企画担当の課長補佐を指定し、関係する移植医療を実施する医療機関との連絡体

制を確立するものとする。

２ 緊急搬送体制の確立

⑴ 緊急自動車である警察用自動車による誘導等は、警察本部又は警察署の警ら用無線

自動車によって行う こと 。

なお、警ら用無線自動車が、事件・ 事故等の処理のため、誘導等の要請に対応する

ことができない場合は、交通取締用自動車の活用を図る等の措置を講ずること 。

⑵ 110番通報等により 、移植医療を実施する医療機関から緊急自動車である警察用自
動車による誘導等又は警察用航空機による臓器等の搬送の要請がなされる可能性が

様





別紙

臓器等の緊急搬送実施結果

所属名

担当者 課 警電

１ 要請受理日時

２ 緊急搬送状況

(1) 緊急搬送車両及び従事者氏名等
○ 車両種別（ 警ら用無線自動車、交通取締用自動車等） ：

○ 無線呼称：

○ 課・ 隊

階級 氏名

階級 氏名

合計 名

(2) 出発地関係
○ 住所・ 名称等：

○ パトカー到着日時：

○ 出発日時：

(3) 主要経由地

(4) 到着(引継)地関係
○ 住所・ 名称等：

※ 高速道路での引継の場合は、道路名・ SA（ IC） 名等を記載
○ 到着(引継)日時：

４ 活動内容等

※ 搬送中の交通事故、駅等における混乱、緊急走行が不要であった、パトカーの配置が遅れた

など


